
Ⅰ 目標に向けた取組の進捗に関する評価

ⅰ）＋ⅱ）の平均値　 　　（4.3＋3.5）／2＝3.9 3.9

ⅰ）取組の進捗

目標値に対する実績に基づく進捗度（当年度実績）

1

2

3

4

4.3

■ 地方公共団体による特記事項

ⅱ）取組の方向性に対する評価

専門家による評価の平均値 3.5

Ⅱ 支援措置の活用と地域独自の取組の状況に関する評価

ⅰ）、ⅱ）、ⅲ）の平均値 (4.7+4.0+4.0)／3＝4.2 4.2

東日本大震災（H23年３月）、紀伊半島大水害（H23年９月）

ⅰ） 規制の特例措置を活用した事業等の評価

■規制の特例措置を活用した事業の実績及び評価
（事項）
　・地域活性化総合特別区域通訳案内士育成等事業（観光Ｂ001）
（概要）
　・平成24年度から特区内限定通訳案内士育成研修を実施。平成25年3月の口述試験では60名が合格。平成25年
    6月14日時点で59名が登録済み。また平成26年3月の口述試験では23名が合格。平成26年6月30日時点で22名
    が新たに登録済み。平成27年3月の口述試験では22名が合格し、現在登録手続中。登録者のうち希望者を対象
    にスキルアップを図るべく現地研修を5回、座学研修を1回実施するとともに、県ホームページにおいて、特区内
    限定通訳案内士及び県内在住の通訳案内士の情報を紹介した。
（規制所管府省（国土交通省）の評価（特記事項））
　・特例措置の効果が認められる
　  特例ガイドの育成及びスキルアップは順調に行われており、活用についても積極的に情報発信を行っていること
    が、世界遺産関連地域における外国人宿泊客総数の増加にも貢献しており、効果が認められる。今後はこれまで
    の取組に加え、特例ガイドの満足度調査などを行い、さらなる質向上を目指した事業にして頂きたい。

世界遺産関連地域における外国人宿泊客総数（延べ人数） 148% 5

世界遺産を管理する市町や所有者が実施する維持管理事業及び保存修理事業に対する年間補助事業数 60% 3

　　総合特別区域評価・調査検討会における評価結果［観光立国・地域活性化(観光等)］

和歌山県「高野・熊野」文化・地域振興総合特区［指定：平成23年12月、認定：平成24年3月］
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評価指標 進捗度 評点

世界遺産関連地域における観光客総数（延べ人数） 98% 4

世界遺産に関する講義と現地ウォークなどを組み合わせた次世代育成事業の受講者数 116% 5

評価指標毎の進捗の評価の平均値 （5×2＋4×1＋3×1＋2×0＋1×0）／4＝4.3

※１つの評価指標に複数の数値目標がある場合は、各数値目標の評価を寄与度に応じて加重平均する。
　（例）評価指標１について、a、b、cという３つの数値目標があり、各数値目標の評点・寄与度がa：5・20%、b：4・10%、
　　　　c：3・70%の場合、5×0.2＋4×0.1＋3×0.7＝3.5で、四捨五入して評価指標１の評価は「４」となる。
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専門家による評価の平均値 4.7

専門家による評価の平均値 4.0

専門家による評価の平均値 4.0

Ⅲ 総合評価

（専門家所見（主なもの）） 4.0

専門家による評価（専門家の総合的な所見）の平均値 4.0

Ⅰ、Ⅱ及びⅢを平均して算出 (3.9+4.2+4.0)/3＝4.0

・国内外からの観光客受入促進は、単なる物見遊山だけでない精神的な魅力醸成に努めていることが評価できる。次世
代に引き継いでいく姿勢には、観光面での持続的な効果が期待できる。今後は、外国人に対しても世界遺産としての本
質的な価値が正しく伝わるような取組みに力を入れてほしい。
・特区通訳案内士のさらなる活用とスキルアップ、新規育成の方向性は正しいので推進していただきたい。

評価結果

4.0
（注）評価に係る評点の考え方については以下のとおり。
・評価は５～１（評点）で行う。
・進捗度は、100%以上を５、80%以上100%未満を４、60%以上80%未満を３、40%以上60%未満を２、40%未
満を１とする。
・進捗度以外の評価項目における評点は、５：著しく優れている、４：十分に優れている、３：適当であ
る、２：適当であると認めるには不十分である、１：適当であると認められないとする。

ⅱ） 財政・税制・金融支援の活用実績の評価

■国との協議の結果、現時点で実現可能なことが明らかとなった措置による事業の実績及び評価
（事項）
　・和歌山県内に営業所を有し、安全性評価認定を受けた貸切バス事業者に限り、特例措置として関西国際空港の
区域を営業区域とし、運行が可能となった。（H26.4.1から2年間の措置）
（概要）
　・県内に営業所を有する貸切バス事業者で安全性評価認定を受けた７事業者が営業区域の申請を行い認可を受
けた。特例措置の認可に向けて、新たに５事業者が安全性評価認定の申請を行っている。

ⅲ） 地域独自の取組の状況の評価
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